
条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（建築物（共同住宅等以外））

条例施行規則の整備基準（努力基準）（抜粋）
施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋）

●＝遵守基準 〇＝努力基準

建
築
物
（
共
同
住
宅
等
以
外
）
の
場
合

⑧便所（トイレ）

⑴ 便所内に、次に掲げる構造のだれでもトイレ車椅子使
用者用便房を１以上設けること。

[ア] 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。

[イ] 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう
十分な空間が確保されていること

[ウ] 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやす
い位置に設けること。

[エ] 出入口には、だれでもが利用できる旨を表示する
こと
設置した設備等について、表示を行うこと。

【便所全般】
● 車椅子使用者用便房又はオストメイト用汚物流し、ベ
ビーチェア、ベビーベッドは、その設備を必要とする人が、
それぞれ同時に便所を利用できるように、便所内に分散し
て配置するよう配慮する。

● 案内設備及び便房の付近に設置する標識には、設備や機
能を図記号（ピクトグラム）等で分かりやすく表示する。

【車椅子使用者用便房・だれでもトイレ】
【位置】
〇 だれでもトイレ車椅子使用者用便房は、利用者が位置を
把握しやすいよう、一般用の便所と一体的若しくはその出
入口の近くに設ける。

【表示】
● 車椅子使用者用便房、だれでもトイレの付近には、当該
便房があることを表示する標識を設ける。

○ だれでもトイレの出入口付近には、図記号（ピクトグラ
ム）を組み合わせるなど、車椅子使用者、高齢者、妊婦、
乳幼児を連れた者等だれでもが利用できる旨を表示する。

○ 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、
誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別
機能を表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散
がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用
対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫
を行う。

資料２－３



条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（建築物（共同住宅等））

条例施行規則の整備基準（努力基準）（抜粋）
施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋）

●＝遵守基準 〇＝努力基準
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物
（
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同
住
宅
等
）
の
場
合

⑧便所（トイレ）

⑴ 便所内に、次に掲げる構造のだれでもトイレ車椅子使
用者用便房を１以上設けること。

[ア] 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。

[イ] 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう
十分な空間が確保されていること

[ウ] 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやす
い位置に設けること。

[エ] 出入口には、だれでもが利用できる旨を表示する
こと
設置した設備等について、表示を行うこと。

【便所全般】
● 車椅子使用者用便房又はオストメイト用設備は、その設
備を必要とする人が、それぞれ同時に便所を利用できるよ
うに、便所内に分散して配置するよう配慮する。

● 案内設備及び便房の付近に設置する標識には、設備や機
能を図記号（ピクトグラム）等で分かりやすく表示する。

【車椅子使用者用便房・だれでもトイレ】
【位置】
〇 だれでもトイレ車椅子使用者用便房は、利用者が位置を
把握しやすいよう、一般用の便所と一体的若しくはその出
入口の近くに設ける。

【表示】
● 車椅子使用者用便房、だれでもトイレの付近には、当該
便房があることを表示する標識を設ける。

○ だれでもトイレの入口付近には、図記号（ピクトグラ
ム）を組み合わせるなど、車椅子使用者、高齢者、妊婦、
乳幼児を連れた者等だれでもが利用できる旨を表示する。

○ 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、
誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別
機能を表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散
がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用
対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫
を行う。



条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（公共交通施設）

条例施行規則の整備基準（遵守基準・努力基準）（抜粋）
施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋）
●＝遵守基準 〇＝努力基準 ◎＝望ましい整備

公
共
交
通
施
設
の
場
合

⑩便所（一般用トイレ）（抜粋）

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に
定める構造とすること。

⑴～⑹ 略

⑺ 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することがで
きる構造の水洗器具を設けた便房を１以上設けること。た
だし、だれでもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある
場合は、この限りでない。

⑻ ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設
備を設けた便房を１以上設けること。ただし、だれでもト
イレ車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限り
でない。

⑼ ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備
を１以上設けること。ただし、だれでもトイレ車椅子使用
者用便房に設置してある場合は、この限りでない。

⑽ ⑺、⑻又は⑼の設備を設けた便房及び便所の出入口には、
その旨の表示を行うこと。

⑩便所（一般用トイレ）（抜粋）
【水栓器具】
● 便所（一般用トイレ）に配置することを第一とするが、だれ
でもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限
りではない。
【ベビーチェア】
● 便所（一般用トイレ）に設置する場合は、男女別にそれぞれ

1 以上設ける。便所（一般用トイレ）に配置することを第一と
するが、だれでもトイレ車椅子使用者用便房に設置してある場
合は、この限りでない。
【ベビーベッド】
● 便所（一般用トイレ）に設置する場合は、男女別にそれぞれ

1 以上設ける。便所（一般用トイレ）に配置することを第一と
するが、乳幼児のおむつ交換ができる設備をだれでもトイレ車
椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。
【表示】
● 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、誰
でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を
表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散がなされて
いる個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確に
する名称やピクトグラム等で表示する工夫を行う。

◎ (7)（＝水栓器具）、(8)（＝ベビーチェア）、(9)（＝ベ
ビーベッド） の設備を、便所（一般用トイレ）とだれでもト
イレ車椅子使用者用便房に複数設置する場合は、便房内の設備
やレイアウトを変え、できるだけ多くの人が利用可能となるよ
うに配慮する。

◎ 小型の手動車椅子使用者が利用できる便房（簡易型多機能便
房簡易型車椅子使用者用便房）を1 以上（男子用及び女子用の
区別がある場合は、それぞれ1 以上）設ける。

◎ だれでもトイレ車椅子使用者用便房や簡易型多機能便房簡易
型車椅子使用者用便房の整備のほか、更なる機能分散を図る観
点から、水洗器具やベビーチェア等の機能を備えた便房を設置
する。



条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（公共交通施設）

条例施行規則の整備基準（遵守基準・努力基準）（抜粋）
施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋）
●＝遵守基準 〇＝努力基準 ◎＝望ましい整備

公
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合

⑪便所（だれでもトイレ車椅子使用者用便房）
（抜粋）

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、だれ
でもトイレ車椅子使用者用便房又はだれでもトイレ車椅子使
用者用便房を有する便所を１以上（男子用及び女子用の区別
があるときは、それぞれ１以上）設けることとし、当該便所
は、10 の項に定めるほか次に定める構造とすること。

⑴ 便所（一般用トイレ）に近接し、分かりやすく利用しや
すい位置に設けること。

⑵ だれでもトイレ車椅子使用者用便房の出入口の幅は85cm
以上とすること。

⑶ 出入口には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差
を設けないこと。

⑷ 出入口には、だれでもが利用できる旨を表示すること。
設置した設備等について、表示を行うこと。

⑸ 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保すること。

⑹ 腰掛け便座、手すり等を適切に配置すること。

⑺ 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過でき
る構造とすること。

⑪便所（だれでもトイレ車椅子使用者用便房）

【案内表示】
● 出入口付近には、図記号（ピクトグラム）を組み合わせ
るなど、車椅子使用者、オストメイト、高齢者、妊婦、乳
幼児を連れた者等のだれもが利用できる旨を表示する。

● 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、
誰でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別
機能を表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散
がなされている個別機能を備えた便房であれば、主な利用
対象者を明確にする名称やピクトグラム等で表示する工夫
を行う。



条例施行規則及び施設整備マニュアルの改正案概要（公園）

条例施行規則の整備基準（遵守基準・努力基準）（抜粋）
施設整備マニュアルの整備基準の解説（抜粋）
●＝遵守基準 〇＝努力基準 ◎＝望ましい整備

公
園
の
場
合

⑩便所（トイレ）（抜粋）

[2] だれでもトイレ車椅子使用者用便房

便所を設ける場合は、だれでもトイレ車椅子使用者用便房
又はだれでもトイレ車椅子使用者用便房を有する便所を1 以
上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1 以
上）設けることとし、次に定める構造とすること。

⑴ 戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造と
し、かつ、その前後に高低差がないこと。

⑵ 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。

⑶ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な
空間が確保されていること。

⑷ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置
に設けること。

⑸ だれでもトイレのある便所及びだれでもトイレには、だ
れでもが利用できる旨を表示すること。
設置した設備等について、表示を行うこと。

【全体】
● 車椅子使用者用便房又はオストメイト用汚物流し、ベビー
チェア、ベビーベッドは、その設備を必要とする人が、それぞ
れ同時に便所を利用できるように、便所内に分散して配置する
よう配慮する。

【だれでもトイレ車椅子使用者用便房】
● だれでもトイレ車椅子使用者用便房は、異性介助を考慮して、
男女共用のものを設置する。また、男女別に設置する場合は、
異性介助の際に入りやすい位置（出入口近く）に設置する。

● 「だれでもトイレ」車椅子使用者用便房が、地形の状況その
他の特別の理由によりやむを得ず設置できない場合は、簡易型
の便房（簡易型車椅子使用者用便房）にすることができる。
● 「多機能」「多目的」等、利用対象とならない方を含め、誰
でも使用できるような名称ではなく、利用対象及び個別機能を
表示するピクトグラム等で表示する、又は機能分散がなされて
いる個別機能を備えた便房であれば、主な利用対象者を明確に
する名称やピクトグラム等で表示する工夫を行う。

【全体】
◎ 便所の出入口や、だれでもトイレ車椅子使用者用便房の扉は、
弱視者が視認しやすいように、コントラストをはっきりさせる、
認識しやすい色を用いるなど配慮する。

【だれでもトイレ車椅子使用者用便房】
◎ 便所内にだれでもトイレ車椅子使用者用便房を複数設ける場
合には、便器へのアプローチ方向が右からのものと左からのも
のの両方が設置されるようにする。

◎ 公園内に複数の便所を設ける場合、全てにだれでもトイレ車
椅子使用者用便房を設置する。

◎ 男女共用のだれでもトイレ車椅子使用者用便房を設置した上
で、簡易型車椅子使用者用便房を男女別に設置する。


